
公開請求から公開の実施までの事務の流れ

注

公開決定等の期限等（第１２条関係）

第１項 第２項 （第２項による延長：３０日以内）
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第３項、第４項

公 15 45 相
開 日 日 当
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求 内 内 期

間
内

担当課の課長補佐級以上の職員が説明

［残りの行政文書］
公開決定
通知書等

公開･非公開
の検討

１）個人情報であっても法令若しくは、他の条例により又は慣行として
公にされ、公にされることが予定されている情報は公開

２)公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及
ぼす恐れがある場合は、その具体的な説明が必要

公開に反対した場合

通知（15日以内）・即日公開の場合は口頭
（決定通知書の写しを総務課へ提出）

公開決定
通知書等

公開決定
通知書等

照会等

※最終期限を公開請求があった日から起算して３月経
過後としたときは、情報公開審査会に報告

協議・合議

協議・合議

本
庁
主
管
課

決定期間の延長等

（公開請求があった日から起算して４５日以内）

相談・案内
(行政文書の特定）

「最終期限を３月経
過後としたとき」審査
会に報告

［相当部分］
公開決定
通知書等

決定期限
特例適用
通知書

決定期間
延長通知
書

決定期間延長通知
書
決定期限特例適用
通知書

公開請求書
（控）交付

コピー

口頭等で協議

公開請求書の補正（口頭可）

(5)実施機関が行う事務事業に利害関係を有する
もの

意見照会書

公開請求の
却　　下

不　適　法

（公開請求があった日から起算して１５日以内）

　※補正に要した日数は、含めない

※第三者の所在を探知できない場合は送達不要

公開請求書
受　　領
(控)保管

直接又は郵送

コピー

(2)町内に事務所又は事業所を有する個人及び
法人その他の団体

(1)町内に住所を有する個人

(3)町内の事務所又は事業所に勤務する個人

(4)町内の学校に在学する個人

公開請求者 情報公開主管課（総務課） 担当課等

行政文書の公開を請求できるもの

第三者

意見書

１）第７条第１号イ又は同条２号ただし書に規定する情報

２）第９条の規定（公益性）により公開しようとするとき

第三者意見書提出の機会の付与

FAX、メール不可

来　　庁

公開請求書
提　　出

※町が取得及び管理している刊行物等の行政資
料を提供することで対応可能な場合には、これに
より情報提供を行う。

※他の制度等により閲覧等をすることができる文
書については、当該他の制度を紹介する。

公開請求書
収　　受
（原本）

受付年月日等記入

手数料納入後に開示

公開の実施
公開の日時・場所の

調整

公開決定をするときは、公開決定の日と公開を
実施する日との間に、少なくとも２週間を置かな
ければならない

総務課情報公開担当者等立会い

公開･非公開
の決定
原則公開

条例第７、８、９、１０
条参照

手数料徴収
（公開場所提供）

要件審査
行政文書の特定

閲　　　　覧
写しの交付

全部
非公開

全部
公開

一部
公開

第三者が公開に反対した場合

第三者情報
公開通知書

非公開決定通知書

公開決定通知書

一部公開決定通知書


